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１ 医療確保対策の推進 

「兵庫県保健医療計画」に基づき、地域医療構想を推進するとともに、医師・看護職

員等確保対策を実施し、良質な医療提供体制を整備する。 
 

（１）兵庫県保健医療計画の推進 

   令和６年４月に改定時期を迎えた「兵庫県保健医療計画」について、５疾病６事業

および在宅医療に関する医療提供体制の確保等を図るため、第８次計画を策定した。 

 

  ア 計画期間 

 ６年間（令和６年度～令和11年度） 

 

  イ 主な推進方策 

・二次保健医療圏 

    ８圏域体制を維持（神戸、阪神、東播磨、北播磨、播磨姫路、但馬、丹波、淡路） 

   ・基準病床 

    国の算定方法により計算し、下記の通り算定 

病床区分 
基準病床数 

（R6.4.1） 

旧基準病床比 

（R3.4.1） 

一般・療養 54,162 ＋9,447 

精神 9,869 ＋267 

感染症 48 △10 

結核 93 △45 
   

 ・５疾病、６事業への対応 

    新たな事業として、「新興感染症発生・まん延時における医療」を追加 

   ・医師確保計画 

    地域の実情に応じた医師確保対策と、働き方改革を踏まえた必要な対策の推進 

   ・外来医療計画 

    医療機器の効率的な活用及び外来医療提供体制のあり方を検討 

 

２ 医療機関の許可、立入検査等の実施＜指導＞ 

   県民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう、医療機関

の開設許可や立入検査の実施、指導等を行っている。 

 

（１）医療機関等の許可、届出受理                   （392千円） 

医療法その他関係法令に基づき、適正な医療機関等の設置を図るため、病院*1、診療

所*2、助産所、施術所などの開設等に関する許可、届出の受理を行っている。 
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   ＜過去５年間の医療施設数、病床数の推移＞                 （箇所・床） 

区 分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年  令和6年 

施 

設

数 

病  院 351 348 347 348 347  343 

医科診療所 5,219 5,257 5,295 5,323 5,347  5,357 

歯科診療所 3,010 3,014 2,987 2,984 2,961  2,934 

既

存

病

床

数 

一  般 39,913 39,732 39,647 39,406 39,276  39,303 

療  養 13,620 13,057 13,058 12,739 13,611  12,403 

精  神 11,589 11,576 11,530 11,502 11,128  11,016 

結  核 150 150 150 150 150 105 

感 染 症 50 54 54 54 54 54 

計 65,322 64,569 64,439 63,851 64,219  62,881 

 （注）施設数は各年３月31日、既存病床数は各年４月１日現在（医務課調べ） 

   ＜人口１０万対病床数＞                      （単位：床） 

区 分 総 数 
病 床 種 別 

 
 

 
 

 
 

一 般 療 養 精 神 結 核 感染症 

兵 庫 県(a) 1,185.3 739.0 229.7 212.9 2.7 1.0 

全  国(b) 1,191.1 710.0 220.1 256.5 3.0 1.5 

割合  (a/b) 99.5% 104.0% 104.4% 83.0% 90.0% 66.7％ 

   （注）令和５年医療施設調査（令和５年10月１日現在） 
 

（２）医療機関等への立入検査の実施＜指導＞                    （250千円） 

病院、診療所、助産所及び施術所が医療法その他関係法令に規定された構造施設、

人員を有し、かつ適正な管理を行っているか否か等を検査し、不適切な事項を確認し

た場合には改善指導を行っている。 

【令和５年度  立入検査の実施状況】                  （単位：箇所） 

区 分 

病 院 
医 科 診 療 所 

歯科診療所 
有 床 無 床 

医 療 

機関数 

実施数 

実施率 

医 療 

機関数 

実施数 

実施率 

医 療 

機関数 

実施数 

実施率 

医 療 

機関数 

実施数 

実施率 

県保健所 131 
131 

100.0％ 
62 

40 

64.5％ 
1,851 

124 

6.7％ 
1,066 

48 

4.5％ 

保健所 

設置市 
212 

212 

100.0％ 
92 

31 

34.0％ 
3,352 

130 

3.9％ 
1,868 

60 

3.2％ 

県計 343 
343 

100.0％ 
154 

71 

46.1％ 
5,203 

254 

4.9％ 
2,934 

108 

3.7％ 

※保健所設置市：神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市 
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（３）医療機能情報の公表 

医療機関等情報支援システム（G-MIS）により病院、診療所及び助産所から受けた報

告を集約し、医療情報ネット（ナビイ*3）を通してを医療機関の情報を公表することに

より、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援している。 

（公表情報の主な項目） 

病院等の名称、所在地、電話番号、診療科目、診察日、診察時間、許可病床数など 

 

（４）医療安全相談センターの運営 

県民からの医療に関する相談等に対応するための窓口を設置し、別途センターを設

置している神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市と連携して、必要な情報提供や

助言を行っている。     

 

＜医療安全相談センター相談受理件数※＞ （単位：件） 

区 分 

苦情・提言 相談・問合せ 

合 計 
 

医療行為

・医療内

容 

医療機関

従事者の

接遇 

その他 

（医療費関

係等） 

 

健康や病

気に関す

ること 

医療機関の

紹介、案内 

その他 

（薬品、医療

行政等） 

元年度 589 365 122 102 426 94 216 116 1,015 

2年度 401 225 92 84 370 116 166 88 771 

3年度 373 264 44 65 526 226 180 120 899 

4年度 277 187 34 56 619 157 110 352 896 

5年度 182 134 22 26 891 173 85 633 1073 

 

３ 医師・看護職員確保対策の推進 

   へき地等勤務医師の養成・派遣、医師のキャリア形成支援など医師確保対策を推進す

るとともに、離職防止・再就業支援をはじめとした看護職員確保対策に取り組んでいる。 

 

（１）医師確保対策の推進 

県内に定着する医師の増加、医師の地域偏在の解消を図るため、｢兵庫県地域医療支

援センター｣において、へき地等勤務医師の養成・派遣するほか、「兵庫県医師確保計

画」に基づき、県内で相対的に医師が不足している圏域を「医師確保対策重点推進圏

域」と位置付け、医師確保の取組を重点的に推進している。 

 

ア 県内勤務医師等の量的確保 

(ｱ) へき地等勤務医師の養成・派遣               （544,252千円） 

自治医科大学、兵庫医科大学、神戸大学、鳥取大学及び岡山大学において、へ

き地等勤務医師を養成し、へき地医療拠点病院及びへき地の市町立病院等に派

遣している。 
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     ＜養成枠等＞ 

大学名 新規養成枠 予算額 説 明 

自治医大 ３名 131,200千円 
（内容）大学運営費の負担 

（金額）127,000千円＋4,200千円(3名入学時加算) 

兵庫医大 ５名 217,000千円 
（内容）修学資金の貸与 

（金額）44,800千円/人 

神 戸 大 10名 

161,208千円 
（内容）修学資金の貸与 

（金額）11,516千円/人 
鳥 取 大 ２名 

岡 山 大 ２名 

＜派遣等状況＞               

区 分 学生 

義務年限(卒後９年) 

小計 合計 臨床 

 研修*4 

前期 

派遣 

後期 

研修 

後期 

派遣 

R5.4.1 129 42 55 30 18 145 274 

R6.4.1 129 46 56 33 25 160 289 

R7.4.1(予定) 127 45 58 36 29 168 295 

＜県養成医師数の年次推移（令和６年４月現在）＞                 （単位：人） 

年 度 
2008 
(H20) 

2016 
(H28) 

2017 
(H29) 

2018 
(H30) 

2019 
(R元) 

2020 
(R2) 

2021 
(R3) 

2022 
(R4) 

2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2030 
(R12) 

医学生 28 118 125 127 130 129 129 131 129 129 33 

医 師 29 48 57 72 87 107 117 131 145 160 198 

総 計 57 166 182 199 217 236 246 262 274 289 231 

※R12：義務年限内の医師数最大 

＜義務年限終了者の定着状況（令和６年４月現在）＞ 

区  分 定 着 率 備   考 

県内定着率 67.8％ 
99名（県内勤務者（開業含む） 

／146名（義務年限終了者） 

へき地定着率 39.1％ 
57名（へき地勤務者（開業含む） 

／146名（義務年限終了者） 

※死亡、無職、不明者は除く 

 

(ｲ) 地域医療支援医師県採用制度の運用             (4,750千円) 

義務年限を終了した県養成医師や、専門研修*5修了医師等を県職員として採用

し、県内の公立病院等に派遣している。 

＜医療機関派遣者数：４名（令和６年４月１日現在）＞ 
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イ  医師の地域偏在への対応 

(ｱ) 大学医学部への特別講座の設置               （180,000千円） 

大学との連携により、大学に特別講座を開設して地域医療のあり方等を研究

するとともに、医師不足地域に活動拠点を置いて診療等に従事することで、地

域医療を支援している。 
 

＜特別講座＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ｲ) 医師派遣等推進事業の実施                   （28,050千円） 

県地域医療対策協議会の調整により、医師不足の医療機関に医師を派遣する医

療機関に対し、派遣に伴う逸失利益の一部を助成している。 

＜令和５年度実績＞ 

 県立はりま姫路総合医療ｾﾝﾀｰ等10病院から公立宍粟総合病院等13病院へ32名 

 

(ｳ) 遠隔医療設備整備事業の実施                 （44,565千円） 

      情報通信技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を

解消するため、必要な機器を購入する医療機関に対し、費用の一部を助成して

いる。 

 

ウ 医師の診療科偏在への対応 

 (ｱ) 県養成医師特定診療科コースの設置 

      小児科医や産婦人科医等をめざす県養成医師のために特定診療科コースを設

置し、義務年限中に専門医を取得できるよう支援していく。 

＜特定診療科育成コースでの派遣状況＞ 

区 分 小児科 産婦人科 外科 救急科 整形外科 脳神経外科 合計 

R5.4.1 ５ ５ ６ ２ ３ - ２１ 

R6.4.1 ３ ６ ５ １ ５ - ２０ 

R7.4.1(予定) ３ ６ ８ 1 ５ １ ２４ 

 

 

連携大学 講 座 名 研究拠点 設置期間 

神戸大学医学部 

地域医療支援学部門講座 
公立豊岡病院 

県立丹波医療センター 

令和2年4月 

～令和7年3月  

低侵襲外科学講座 公立八鹿病院 
令和6年4月 

～令和7年3月 

兵庫医科大学 
地域救急医療学講座 

機能再生医療学講座 

兵庫医科大学ささやま医

療センター 

平成31年4月 

～令和8年3月 

大阪医科薬科大学 地域総合医療科学講座 

公立神崎総合病院 

公立宍粟総合病院 

赤穂市民病院 

令和4年4月 

～令和7年3月 
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(ｲ）特定専門医研修資金貸与事業                （9,600千円） 

産科・小児科・救急科・総合診療医の深刻な医師不足の解消を図るため、専

攻医*6を対象に研修資金を貸与し、専門医資格の取得を支援している。 

＜令和５年度実績＞ 貸与者数 １名（内訳：小児科医１名） 

 

エ 県内勤務医師等の資質向上 

     (ｱ) 各種研修の実施                    （124,443千円） 

地域医療機関に従事する医師・メディカルスタッフを対象に、神戸大学地域

医療活性化センターの教育・研修機能も活用しながら各種研修を実施している。 
 

＜研修内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）看護職員確保対策の推進 

令和４年12月における本県の看護職員従事者数は71,107人と年々増加しているが、

令和元年９月に策定した「看護職員需給推計」の結果、本県では2025(令和７)年に必

要とされる看護職員数は約4,000人不足する見込みであり、今後増加・多様化が見込ま

れる医療ニーズへの対応が可能な看護職員を確保するため、養成力強化、資質向上、

区 分 事   業 内     容 

医 師 

臨 床 技 能 研 修 

神戸大学医学部附属地域医療活性化センターのシミュ

レーター機器等を活用した模擬臨床研修や診療現場で

求められる技能向上を図るための講習会等 

・基礎（救命、産科急変、画像診断等）・高度（内視鏡手術、腹腔鏡手術修練） 

【実施団体：神戸大学  R5受講者：1,574名】 

女性医師等再就業 

支 援 事 業 

離・退職した女性医師等に対する相談窓口の設置や大学

病院等での復職支援プログラムの実施 

【実施団体：神戸大学、兵庫県医師会 R5利用者:207名】 

小児救急医療研修 

初期救急医療に従事する医師で小児科専門医以外の医

師に対する研修 

【実施団体：兵庫県医師会  R5受講者：20名】 

歯科医師 
女性歯科医師復職 

支 援 研 修 

離・退職した女性歯科医師等に対する復職支援研修 

【実施団体：兵庫県歯科医師会  R5受講者：43名】 

メ デ ィ カ ル 

ス タ ッ フ 

臨 床 技 能 研 修 

神戸大学医学部附属地域医療活性化センターのシミュ

レーター機器等を活用した模擬臨床研修や診療現場で

求められる技能向上を図るための講習会等 

（災害･救急、感染症、周産期、高齢者、がん治療、排尿ケア分野） 

【実施団体：神戸大学  R5受講者：延べ798名】 

歯科技工士技術研修 
最新の歯科技工知識等習得に係る研修等 

【実施団体：兵庫県歯科技工師会  R5受講者：100名】 

理 学 療 法 士 研 修 

(ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾃﾞｨﾃｨ患者へ

のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修） 

急性期及び回復期において、複数の慢性疾患を併発して

いる患者（ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾃﾞｨﾃｨ患者）のリハビリに対応できる

専門職の養成研修 

【実施団体：兵庫県理学療法士会  R5受講者：230名】 
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離職防止・再就業支援を３本柱とした、幅広い支援を展開している。 

 

＜看護職員就業者数の推移（隔年12月末現在 業務従事者届）＞        （単位：人） 

区 分 Ｈ22年 Ｈ24年 Ｈ26年 Ｈ28年 Ｈ30年 Ｒ２年 Ｒ４年 

保 健 師 1,482 1,548 1,569 1,679 1,759 1,903 2,223 

助 産 師 1,160 1,265 1,334 1,446 1,544 1,493 1,543 

看 護 師 41,267 44,502 47,672 50,916 54,658 57,521 58,797 

准看護師 13,246 12,542 11,787 11,016 10,560 9,619 8,544 

計 57,155 59,857 62,362 65,057 68,521 70,536 71,107 

 

ア 養成力の強化対策 

(ｱ) 看護師等養成所運営費の助成             （252,723千円） 

民間立等の看護師等養成所の運営に要する経費について助成を行うとともに

県内就業者の割合による加算を行い、教育内容の強化、充実を図っている｡ 

   ＜保健師助産師看護師学校養成所の入学定員の推移（各年４月現在）＞             （単位：人） 

区 分 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 令和6年学校数 

保 健 師      4 4 4 6 6 6 6 
大学院2 

（その他選択制：大学13 定員429人）

助 産 師      31 31 31 31 31 31 31 
養成所1、大学院3 

（その他選択制：大学8 定員75人

看 護 師 2,500 2,510 2490 2,490 2,465 2,325 2,325  

 

大   学 1,320 1,330 1,350 1,350 1,360 1,370 1,370 15 

3年課程 950 950 950 950 915 915 915 
養成所18 

高校及び専攻科（5年一貫）2 

2年課程 230 230 190 190 190 40 40 養成所１ 

准看護師 155 155 55 62 62 62 62  

計 2,690 2,700 2,580 2,589 2,564 2,424 2,424  

＜保健師助産師看護師学校養成所の卒業者の推移（各年３月現在）＞                 

区 分 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 備 考 

卒業者(人) 
2,306 

(2,573) 

2,403 

(2,641) 

2,475 

(2,783) 

2,496 

(2,718) 

2,428 

(2,649) 

2,349 

(2,560) 

2,392 

(2,622) 

（ ）内は、 

入学時学生数 

県内就職率(%) 
(県内就業看護職員 

/看護職員就業者数) 

75.6 

(87.8) 

77.1 

(87.5) 

74.6 

(86.7) 

74.5 

(88.2) 

76.8 

(88.0) 

75.6 

(88.2) 

74.5 

(84.6) 

（ ）内は大学院・ 

大学通信制短大 

を除いた率 

 

(ｲ) 看護職員確保のための進学説明会等             （2,087千円） 

  看護職員の魅力をＰＲするため県内高校への出前講座や、看護系学校の進学

を希望する高校生を集めての説明会のほか、高校の進路指導担当教諭向けの説

明会を開催している。 
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イ 資質向上の推進 

(ｱ) 看護職員の資質向上に関する研修事業の実施        （42,561千円) 

    ＜看護職員の資質向上に関する研修内容＞            

対 象 事 業 内 容 
受講人数 
(R5実績) 

 
 
 
 

看 護 師 
(病院等) 

 
 
 

 

管理者・技術研修 
医師との協働による組織展開や、救急
処置、緩和ケア等の看護技術を習得 

延べ1123
人 

特定行為研修 
推 進 事 業 

特定行為研修終了者の現場での実践や
活用について周知し、本制度を理解 

延べ36人 

看 護 師 

(福祉施設) 
福祉人材育成事業 

福祉施設の看護職員の育成及び管理者
向けの研修を行い、施設におけるケア
の質を向上 

延べ362人 

看護教員 

専任教員養成講習会
(隔年実施) 

看護師等養成所の専任教員に必要な知
識・技術の習得 

延べ82名 

養 成 所 教 員 
指導力強化研修 

シミュレーターモデルや模擬授業によ
る実践能力を強化する他、最新の専門
知識を習得 

延べ282人 

保 健 師 保健師技術研修 
地域医療構想を推進するため、医療機
関と地域の役割分担と協働を進めるた
めの展開方法を習得 

延べ18人 

助 産 師 

院 内 助 産 等 
開設支援研修 

安全管理や保健指導等医師との連携を
講義で学ぶほか、実習にて院内助産所
・助産師外来における展開を習得 

延べ30人 

助産師資質向上 
研 修 事 業 

将来的に助産所が開設できるだけの実
践能力を習得 

延べ692人 

 

(ｲ) 看護大会の開催及び看護功績賞表彰の実施           (841千円) 

看護職員としての役割の自覚と意識の高揚を図るために看護大会を開催し、

同大会席上で看護業務に特に貢献した看護職員に対して、兵庫県看護功績賞を

贈呈している。 

＜開 催 日＞ 令和６年７月11日   ＜開催場所＞ 兵庫県公館 

   ＜受賞者数＞ 25人、受賞者数累計（昭和42年度～令和６年度）1,305人 

 

ウ 離職防止対策の推進 

(ｱ) 看護職員離職防止・確保対策事業の実施          (25,328千円) 

看護職員の離職防止・確保対策を検討するとともに、実践能力等向上のため

の体系的な各種研修、相談事業を実施している。 
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       ＜看護職員離職率＞              （単位：％） 

年度 
全国 兵庫県 

常勤看護師 新卒看護師 常勤看護師 新卒看護師 

Ｈ28 年 10.9 7.6 13.1 9.2 

Ｈ29 年 10.9 7.5 12.4 8.9 

Ｈ30 年 10.7 7.8 12.6 8.0 

Ｒ元年 11.5 8.6 12.6 13.0 

Ｒ2 年 10.6 8.2 12.6 10.1 

Ｒ3 年 11.6 10.3 12.8 12.4 

Ｒ4 年 11.8 10.2 13.7 12.5 

（出所：公益社団法人 日本看護協会「病院における看護職員需給状況調査」） 

ａ 看護職員離職防止対策検討会の開催  

看護職員確保に係る課題を明確にし、効果的な対策や関係機関の連携促進

策について検討し、取組みを進めている。 

＜令和５年度実績＞ ２回（令和５年10月、令和６年２月） 

ｂ 相談事業の実施 

就業上の悩みを抱える看護職員の相談に対応するため、メンタルサポート

相談員等をナースセンターに配置するとともに、勤務環境改善に向けた取組

を促進するアドバイザーを医療機関に派遣し、支援を行っている。 

＜令和５年度実績＞ 相談件数3,648件 

(ｲ) 新人看護職員卒後臨床研修事業の実施            (31,310千円) 

新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得することにより、看護の質の向上

や新人看護職員の早期離職防止を図るため、各医療機関への研修費助成や多施設

合同研修等を実施している。 

 

ａ 卒後臨床研修実施施設への助成 

   ＜令和５年度実績＞     61施設 

ｂ 多施設合同研修の実施 

       ＜令和５年度実績＞     433人 

ｃ 研修責任者等研修の実施 

       ＜令和５年度実績＞    140人 

(ｳ) 病院内保育所運営費補助事業の実施            （240,835千円） 

乳幼児を持つ医師や看護職員等医療従事者の離職防止及び再就業を促進する

ため、病院内保育所運営費の一部を助成している。 

＜令和５年度実績＞    69施設 
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(ｴ) 看護職員の勤務環境改善のための施設整備費の助成     （40,000千円） 

乳幼児を持つ医師や看護職員等医療従事者の離職防止及び再就業を促進する 

ため、病院内保育所等の施設整備費の一部を助成している。 

＜令和５年度実績＞    10施設 
 
 
   エ 再就業対策の推進 

(ｱ) ナースセンター事業の実施                (43,862千円) 

看護職員の再就業支援事業を実施し、潜在看護職員の再就業を促進している。 

潜在看護職員等に対して、身近できめ細かな支援をするため、ナースセンタ

ー支所及びサテライトを開設している。 

ナースセンター：本部１カ所（看護協会内）支所２カ所（姫路、宝塚） 

        サテライト４ヵ所（北播、但馬、丹波、淡路） 

 

ａ ナースバンク事業（看護職無料職業紹介）の実施 

＜令和５年度実績＞ 

 ・就業者数 275人 

ｂ 再就業支援研修の実施 

＜令和５年度実績＞  

 ・看護協会実施分 86人受講 

 ・医療機関実施分 ８施設 62人受講 
 

ｃ 看護基礎技術研修の実施 

＜令和５年度実績＞  

神戸（２回/偶数月）姫路、北播磨（２回/月）計203人受講 
 

ｄ 合同就職説明会の開催 

＜令和５年度実績＞  

全県及び圏域（東播磨、中・西播磨、阪神南、北播磨）計302人参加 
 

e  プラチナナース活躍促進事業の実施  

プラチナナース*7の人材登録の促進及びセカンドキャリア研修を実施する

ため、兵庫県ナースセンター及び支所の計３カ所に当事業専任者を各１名配

置し、各病院の定年退職予定者へのＰＲ及びマッチングを行う経費を補助す

る。 
  

(ｲ) 看護師等届出制度の周知                   

看護職員の離職による潜在化を予防し、再就業を支援するため、看護職員が

病院等を離職した場合に届け出る「看護師等の届出制度」を平成27年10月より

施行している。 

＜届出数累計＞ 7,934件（平成27年10月～令和６年12月末） 
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オ 県立総合衛生学院建替整備事業               

県立総合衛生学院の校舎老朽化に伴う移転・建替にあたり、阪神・淡路大震災

で甚大な被害を受けた新長田地区の活性化を図るため、兵庫県立大学・兵庫教育

大学のサテライトキャンパスを誘致し９階建ビルを建設した。 

総合衛生学院の本校と分校（介護福祉学科）を集約し、保健・医療・介護分野

の連携を図るとともに、 県立大学による起業家育成支援等や、各学校による積極

的な地域交流等により、教育複合ビルの新長田キャンパスプラザとして、まちの

賑わいづくりに貢献する。 

(ｱ)所 在 地：神戸市長田区腕塚町５丁目（新長田駅から南へ徒歩約７分） 

(ｲ)施設概要：鉄骨造９階建、延床面積：約12,000㎡ 

〔１～４階〕総合衛生学院、〔５階〕県立大学、〔６～８階〕兵庫教育大学、〔９階〕講堂 

(ｳ)総事業費：約64億円 

(ｴ)工事期間：令和５年１月～令和６年10月（供用開始：令和７年４月） 

 

４ 医療体制の確保 

（１）地域医療構想の推進 

   団塊の世代がすべて後期高齢者となる 2025 年に向けて、医療資源を有効に活用す

るため、平成 28 年 10 月に策定した｢地域医療構想｣に基づき、住民が住み慣れた地域

で生活しながら、状態に応じた適切で必要な医療を受けられる地域医療の提供体制の

構築を目指す。 
  

ア 地域医療構想推進のための施策 

①病床の機能分化・連携の推進、②在宅医療の充実、③医療従事者の確保を重点 

項目として、各圏域に協議の場を設け、国、県、市町の取組や医療機関等の自主的

取組を、医療介護推進基金等を活用しながら促進していく。 

 

イ 推進体制 

   (ｱ) 地域医療構想推進委員会 

本庁に「地域医療構想推進委員会」を置き、各圏域の推進状況の報告を受け、

施策の評価と構想の必要な見直しを行う。 

(ｲ) 地域医療構想調整会議 

構想区域において、医療関係者、医療保険者その他の関係者からなる「協議

の場」として「地域医療構想調整会議」を開催し、将来の病床数の必要量を達

成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に

ついて協議を行う。 
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  ウ 病床機能報告と将来の病床必要数 

病床機能 病床機能報告 

(R5)最大使用病床① 

地域医療構想 

2025(R7)必要病床数② 

病床過不足 

(+過剰､△不足)①-② 

高度急性期*8 5,974 5,901 ＋73 

急性期*9 20,677 18,257 ＋2,420 

回復期*10 8,968 16,532 △7,564 

慢性期*11 12,142 11,765 ＋377 

合計 47,761 52,455 △4,694 
 
 
エ 病床の機能分化・連携の推進 

 (ｱ) 病床機能転換推進・再編統合等支援            （1,450,000千円） 

複数医療機関による病院等の統廃合や病床機能の集約化等に伴う施設整備費等

を支援するとともに、統廃合等により病床を削減する病院等へ支援をしている。 

   ＜令和５年度実績＞医療機関数：２機関 

 (ｲ) 重点支援区域 

     地域医療構想を踏まえ、医療機能の再編、病床数等の適正化の推進に向け、重点

支援区域において、国による助言や集中的な支援をしている。 

(対象区域等) 

阪神圏域（市立伊丹病院・近畿中央病院、市立川西病院・協立病院） 
 

（２）医療提供体制の整備 

ア 救急医療 

(ｱ) 救急医療体制の整備                   （216,696千円) 

ａ １次救急医療体制*12 

休日及び夜間における軽症患者の救急医療を確保するため、県下を41地区に分

け、市町において、休日夜間急患センター*13（25施設）及び在宅当番医制*14（17

カ所）により対応している。 
 

ｂ ２次救急医療体制*15 

休日及び夜間における重症患者の救急医療を確保するため、県下を13の救急医

療圏域に分け、市町において、初期救急医療機関の後送病院としての病院群輪番

制*16を実施している。 
 

ｃ ３次救急医療体制*17 

重篤患者の救命救急医療を常時確保するため、県下を７ブロックに分け、救命

救急センター*18等を設置している。 
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＜救急医療体制地区別整備状況＞               （令和７年２月１日現在) 

１次（初 期） ２次（重症） ３次（重篤） 

地 区 名 
休日夜間

急患ｾﾝﾀｰ 

在宅当 

番医制 
地域名 

病院群

輪番制 
圏域名 

救命救急 

ｾﾝﾀｰ等 

神戸市 

（東灘区・灘区・中央区・兵庫区・ 

北区・長田区・須磨区・垂水区・ 

西区） 

◎ 

（5箇所で対応

） 

 神戸 ◎ 神戸 

● 

兵庫県災害医療ｾﾝﾀｰ 

● 

神戸市立医療センタｰ 

中央市民病院 

● 

神戸大学医学部附属病院      

三田市 ○  三田 ◎ 

阪神 

● 

県立尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 

● 

兵庫医科大学病院 

● 

県立西宮病院 

尼崎市 ◎ ◎ 

阪神南 ◎ 西宮市 ◎ ◎ 

芦屋市 ○ ◎ 

伊丹市 ○  ◎ 

(小児科を広

域で対応) 

 

阪神北 ◎ 川西市・川辺郡 ○  

宝塚市 ○  

明石市 ◎ ○ 明石 ◎ 

播磨東 
● 

県立加古川医療ｾﾝﾀｰ 

加古川市・加古郡 
◎ 

○ 
東播磨 ◎ 

高砂市 ○ 

西脇市・多可郡 ○  

北播磨 ◎ 
三木市  ○ 

小野市・加東市  ○ 

加西市  ○ 

姫路市 ◎ ○(整形外科) 

中播磨 ◎ 

播磨 

姫路 

● 

県立はりま姫路総合 

医療センター 

姫路市(旧家島町)  ○ 

神崎郡  ○ 

たつの市・揖保郡 ○  

西播磨 ◎ 

宍粟市  ○ 

佐用郡  ○ 

相生市  ○ 

赤穂市  ○ 

赤穂郡  ○ 

養父市 
○  西南 

但馬 
◎ 

但馬 
● 

公立豊岡病院 

朝来市 

美方郡 公立病院等で対応 

豊岡市 ○  北但馬 ◎ 

丹波篠山市 ○  
丹波 ◎ 丹波 

△ 

県立丹波医療ｾﾝﾀｰ 丹波市 ○  

洲本市 ◎  

淡路 ◎ 淡路 
● 

県立淡路医療ｾﾝﾀー  
淡路市 ○  

南あわじ市 ○  

計 25機関 17地区 13地域 13箇所 ７ﾌﾞﾛｯｸ 11機関 

○：毎休日に救急体制を実施                      ◎：毎休日・毎夜間に救急体制を実施        
        ●：救命救急センター(地域救命救急センターを含む。) 

△：３次のうち、救命救急センターの指定はないが３次医療機能を持つ医療機関 
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 (ｲ) ドクターヘリを活用した救急医療の確保  

      広域救急医療体制を確保するため、４機のドクターヘリを着実に運用する。 

 

＜ドクターヘリの運航状況＞ 

区 分 
公立豊岡病院 

ドクターヘリ 

兵庫県 

ドクターヘリ 

鳥取県 

ドクターヘリ 

徳島県 

ドクターヘリ 

運航開始 平成22年４月 平成25年11月 平成30年３月 平成24年10月 

関西広域連

合への移管 
平成23年４月 平成26年４月 平成30年３月 平成25年４月 

運航範囲 
但馬地域 

丹波北部地域 

播磨地域 

丹波南部地域 
但馬北西部地域 淡路地域 

基地病院 

(準基地病院) 
公立豊岡病院 

県立加古川 

医療センター 

県立はりま姫路 

総合医療センター 

鳥取大学医学部 

附属病院 
徳島県立中央病院 

出動件数 

(令和5年度) 

1,717件 

兵庫県 1,132件 

京都府  284件 

鳥取県  301件 

542件 

兵庫県 542件 

566 件 

鳥取県 392 件 

島根県 151 件 

岡山県  6 件 

広島県  17 件 

464件 

徳島県 458件 

兵庫県  6件 
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 イ 災害医療 

(ｱ) 広域災害・救急医療情報システムの運営          (151,010千円) 

「災害救急医療情報指令センター」を県災害医療センター内に設置するとと

もに、医療機関等関係機関に端末を配置し、災害時における医療機関の診療の

可否、患者受入可能数等救急医療情報の収集・提供を行う広域災害・救急医療

情報システムを運営している。 

なお、搬送先医療機関の確保が困難な場合に、一斉に搬送要請を行う個別搬

送要請機能を平成21年度から追加し、救急患者搬送体制の強化を図っている。 
 

 (ｲ) 災害拠点病院*19の整備 

基幹災害拠点病院（県災害医療センター・神戸赤十字病院）を含め19災害拠

点病院により、２次保健医療圏域単位の災害救急医療体制を整備している。 
      

＜災害拠点病院の指定状況＞            （令和７年２月１日現在）  

２次保健医療圏域       災  害  拠  点  病  院  名   

神    戸 
 兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院(基幹災害拠点病院) 
 神戸大学医学部附属病院、神戸市立医療センター中央市民病院 

阪  神   南  県立尼崎総合医療センター、兵庫医科大学病院、県立西宮病院 

阪  神   北  宝塚市立病院 

東  播  磨  県立加古川医療センター、加古川中央市民病院 

北  播  磨  西脇市立西脇病院 

中  播  磨 
 県立はりま姫路総合医療センター、姫路赤十字病院 
 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター    

西  播  磨  赤穂市民病院 

但    馬  公立豊岡病院、公立八鹿病院 

丹    波  県立丹波医療センター       

淡    路  県立淡路医療センター 

 

(ｳ) 災害医療に関する人材育成研修の実施            (7,967千円) 

災害医療及び救急医療に関する人材養成を図るため、県災害医療センターに

おいて医療従事者に対し研修・訓練等を実施している。 

また、災害時に、地域における保健医療活動の総合調整が円滑に行われるよ

う、保健所職員等を対象に、コーディネートに係る知識・技能等の向上を図る

研修を実施している。 

  ＜災害医療コーディネーター数＞ 121名（令和７年２月１日現在） 
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ウ 周産期医療 

(ｱ) 周産期医療体制の整備                  (278,289千円) 

           ハイリスク妊産婦等の搬出入等について、空床情報、緊急手術の可否等の応

需情報を提供する周産期医療情報システムを活用するとともに、県立こども病

院を「広域搬送調整拠点病院」に位置づけ他府県との広域調整を実施するほか、

総合周産期母子医療センター*20や地域周産期母子医療センター *21の体制強化を

図っている。また、本県独自制度として、周産期母子医療センターと連携して

２次的医療を担う地域周産期病院 *22の認定を進めている。 

＜周産期母子医療センターの設置状況（令和７年２月１日現在）＞ 

区   分 ※ 医 療 機 関 名 設 置 年 月 

総  合 

県立こども病院 平成12年３月 

神戸市立医療センター中央市民病院 平成25年４月 

神戸大学医学部附属病院 平成27年４月 

兵庫医科大学病院 平成27年４月 

姫路赤十字病院 平成27年４月 

県立尼崎総合医療センター 平成27年７月 

地 

 

域 

神戸・三田圏域 済生会兵庫県病院 平成13年８月 

阪 神 圏 域 県立西宮病院 平成25年４月 

播 磨 東 圏 域 
加古川中央市民病院 平成28年７月 

明石医療センター 平成29年４月 

但 馬 圏 域 公立豊岡病院 平成13年８月 

淡 路 圏 域 県立淡路医療センター 平成13年８月 

※総合：総合周産期母子医療センター、地域：地域周産期母子医療センター 

   ＜地域周産期病院認定状況（令和７年２月１日現在）＞ 

圏 域 医 療 機 関 名（17病院） 

神 戸 ・ 三 田 圏 域 

甲南医療センター、パルモア病院、母と子の上田病院、 

神戸アドベンチスト病院、神戸医療センター、 

神戸市立西神戸医療センター、三田市民病院、 

なでしこレディースホスピタル、 

神戸市立医療センター西市民病院 

阪 神 圏 域 関西労災病院、明和病院、市立伊丹病院 

播 磨 東 圏 域 あさぎり病院 

播 磨 姫 路 圏 域 
姫路聖マリア病院、県立はりま姫路総合医療センター、 

公立宍粟総合病院 

丹 波 圏 域 県立丹波医療センター 
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エ 小児救急医療 

(ｱ) 子ども医療電話相談の実施                 (94,368千円) 

     こどもの急病時の患者家族の不安を解消するため、｢全国統一電話番号♯8000｣

による子ども医療電話相談を実施している。また、地域における子ども医療電話

相談についても、２次保健医療圏域において実施している。  

＜子ども医療電話相談の実施状況＞                 （単位：件数） 

  圏  域 相 談 時 間 R5年度  

全 県 

(＃8000) 

 
平日･土曜日：18:00～翌8:00、 
日祝･年末年始：8:00～翌8:00 

46,299 

神 戸 
平日：20:00～翌7:00、土：15:00～翌7:00、 
日祝：9:00～翌7:00 

11,626 

阪神南 
平日：21:00～24:00、土日祝：16:00～24:00 
※阪神南圏域については、令和５年３月末で事業を廃止し、各市の事業に

より電話相談窓口を設置し、対応している。 
16,651 

阪神北 
平日：20:00～翌6:30、土：15:00～翌6:30、 
日祝：9:00～翌6:30 

985 

東播磨 毎日：20:30～23:30 601 

北播磨 毎日：18:00～22:00（祝日・年末年始を除く） 5,766 

播磨姫路 
毎日：20:00～24:00、 

日祝：9:00～18:00、20:00～24:00 
257 

但 馬 毎日：19:00～22:00 609 

丹 波 平日：17:30～翌8:00、土日祝：8:00～翌8:00 675 

淡 路 毎日：22:00～翌6:00 83,469 

合 計  46,299 

  

   

 (ｲ) 小児科救急対応病院群輪番制の実施                  (104,577千円) 

          小児科医と小児専用病床等、重症患者の受け入れに必要な機能を配置した病院

による輪番制を９圏域（神戸・三田、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、播磨姫

路、但馬、丹波、淡路）で実施している。 
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 オ 医療イノベーションの創出 

    (ｱ) 本庶佑ﾉｰﾍﾞﾙ賞受賞記念「次世代医療開発ｾﾝﾀｰ」への研究支援   （33,333千円） 

         本庶佑ノーベル賞受賞記念「次世代医療開発センター」において、本庶氏のマ

ネジメントのもと、自己免疫疾患など新たな治療法が求められる疾患に関する治

療法や革新的な創薬等の研究開発を行うため、県・神戸市・経済界で支援する。 

 

 

 

 

 
 

カ  地域医療連携 

(ｱ) 地域医療支援病院による病診連携の推進 

  紹介患者等に対する医療提供、逆紹介患者増加への取組、地域の医療従事者に

対する研修等を通じてかかりつけ医を支援する地域医療支援病院の承認を進め

ている。 

＜地域医療支援病院の承認状況＞            （令和７年２月１日現在） 

圏  域 地 域 医 療 支 援 病 院（39病院） 

神   戸 

神戸労災病院、神戸市立医療センター中央市民病院、神戸赤十字病院、 

神鋼記念病院、神戸中央病院、神戸市立医療センター西市民病院、 

県立こども病院、神戸医療センター、神戸市立西神戸医療センター、 

神戸掖済会病院、済生会兵庫県病院、川崎病院、甲南医療センター 

阪 神 

関西労災病院、県立尼崎総合医療センター、県立西宮病院 

三田市民病院、宝塚市立病院、近畿中央病院、市立伊丹病院、 

川西市立総合医療センター、西宮市立中央病院 

東 播 磨 
明石市立市民病院、明石医療センター、県立加古川医療センター、 

加古川中央市民病院、高砂市民病院 

北 播 磨 西脇市立西脇病院、北播磨総合医療センター           

播磨姫路 
姫路赤十字病院、姫路医療センター、県立はりま姫路総合医療センタ

ー、赤穂市民病院、姫路聖マリア病院、ツカザキ病院 

但   馬 公立八鹿病院、公立豊岡病院 

丹 波 県立丹波医療センター 

淡   路 県立淡路医療センター           

 

(ｲ) ICTの活用による医療機関連携システムの推進        （5,000千円） 

      病病・病診・在宅連携を効果的に行えるよう、ICTを活用したネットワーク構

築による医療機関相互の情報連携を推進している。 

＜地域での取組事例＞ 

      ・阪神地域「ｈ-Anshinむこねっと」 

・北播磨地域「北はりま絆ネット」 

      ・淡路地域「あわじネット」 

所在地 神戸医療産業都市「クリエイティブラボ神戸」内 

組織等 免疫機構研究部、神経変性疾患研究部、血液・腫瘍研究部、感染

症制御研究部、動物実験飼育施設等 

備 考 年間1億円を県・神戸市・経済界で等分し、センター開設以降10年

間にわたり支援（令和2年度～） 
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（３）在宅医療の推進 

病院から在宅への円滑な移行と安心して在宅療養生活を送ることができるよう、適

切な医療が切れ目なく提供されるための体制の充実・強化を図っている。 
 

ア 在宅医療推進協議会の設置・運営                        (82,584千円) 

     在宅医療基盤の充実強化を図るため、医師、歯科医師、看護師等の各関係団体

の代表者で構成する在宅医療推進協議会を設置・運営している。 

＜内    容＞・在宅医療推進体制の課題、推進方策の検討 

・地域の現状把握や在宅医療の導入意向調査 等 

＜令和5年度実績＞・在宅医療推進協議会の開催 

                ・各郡市区における在宅医療の推進の検討 等 
 

イ 在宅・かかりつけ医育成研修事業の実施 

     地域で在宅医療に関わる医療介護従事者の育成及び在宅医療に参入する医師へ

の実践的な研修を実施している。 

     ＜内 容＞・多職種向け各疾患別の在宅医療研修 等 

     ＜令和5年度実績＞・在宅医療医師育成専門研修への医師派遣 

              ・地域における在宅医療医師育成にかかる取組  

             ・プライマリ・ケア協議会研究集会の開催 等 
 

ウ 在宅医療地域ネットワークの整備                            (10,000千円) 

在宅療養患者情報を共有し、訪問診療現場における医療の効率化を図るため、

新たに付加されたWEB会議システムを活用し、病院-診療所間の連携、多職種連携

等のネットワークを整備する。 

さらに、自宅などの患者が望む住み慣れた場所での看取りへの対応を充実させ

るため、医師の看取り連携システムの構築や看取り体制の検討などを推進する。 

＜内    容＞・在宅医療患者情報共有システムの構築  

・在宅医療の紹介や相談等の支援ツールシステムの開発 等 

    ＜令和5年度実績＞・多職種間連携システム（バイタルリンク）の導入 

             ・在宅看取り医療連携システムの導入 等 
 

エ 在宅歯科医療の充実への取組み                      （30,365千円） 

在宅歯科医療推進のための資質向上や体制充実に向けた全県及び地域の先導的

な取組みを支援する。 

    ＜内 容＞・在宅歯科従事者に対する実践的研修実施のための歯科支援 

            ・歯科連携医療従事者育成研修 

            ・重篤在宅患者対応歯科支援 等 

 ＜令和5年度実績＞・全県及び各郡市区における地域課題に応じた事業の実施 等 
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オ 在宅看護体制の機能強化支援                        （37,134千円） 

24時間対応が可能な訪問看護ステーションの設置を促進するとともに、特定行

為の推進による業務効率向上や、小規模事業者に対する教育支援（同行訪問・集

合研修）病院等他機関・多職種との連携強化を推進し、在宅看護体制機能を総合

的に強化する。 

 (ｱ)訪問看護総合支援センター推進事業 

兵庫県看護協会内に「訪問看護総合支援センター」を設置し、訪問看護事業者

の相談支援、多職種との連携強化を行うほか、訪問看護師の資質向上を図る研修

を実施する。 

(ｲ)在宅看護拠点整備事業 

小規模訪問看護ステーションが機能強化型訪問看護ステーション（大規模・多

機能）へ移行する際に要する経費を助成する。 

(ｳ)特定行為研修受講支援事業 

訪問看護ステーションと他機関・多職種との連携強化、人的交流等を支援する

ほか、訪問看護師の資質向上を図る研修を実施する。 

        (ｴ)教育支援強化事業 

訪問看護師の資質向上・離職防止を推進するため、機能強化型訪問看護ステー

ションによる小規模訪問看護ステーションへの教育にかかる経費を支援する。 

 

（４）医師の働き方改革の推進                     （1,007,929千円） 

医師に対する時間外労働の上限規制（令和6年4月1日から）に対応するため、医師

の働き方改革支援チームの派遣、長時間労働行う医療機関への医師派遣、チーム医

療の推進やICTの活用等による業務改革を行う医療機関に対し、取組みに要する費用

の一部助成などを行う。 
 

ア 医師の働き方改革強化支援事業                         (17,397千円) 

医師の働き方改革を推進するため、地域での医療提供体制や医師の長時間労働 

等に課題を持つ医療機関に対し、専門家で構成する「医師の働き 

方改革支援チーム」を派遣するとともに、医療機関からの相談対応を行う。 
 

イ 勤務環境改善医師派遣等推進事業             (718,547千円) 

  大学病院から長時間労働医療機関に医師を派遣することで、その時間外労働を

削減し、将来にわたって持続可能な地域医療体制を確保する。 

(ｱ)医師派遣推進事業 

大学病院が長時間労働の医療機関へ応援医師の派遣を行う場合に、医師派遣

により生じる逸失利益を大学病院に助成する。 

(ｲ)体制整備特別事業 

医師派遣を行う大学病院の派遣体制を確保するために、勤務環境改善に要す 

る経費を補助する。 
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ウ 地域医療勤務環境改善体制整備事業            (271,985千円) 

  地域医療における勤務医が働きやすい職場づくりに向けて、医師が長時間労働

を行う医療機関における他職種も含めた業務の効率化や勤務環境改善の取組とし

て、チーム医療の推進やＩＣＴ等による業務改革を進める。 

 

（５）医療介護推進基金の活用 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、「医療介護総合確保

推進法」により、消費税増収分を財源とした国の新たな財政支援制度（地域医療介護

総合確保基金）が創設され、本県においても「医療介護推進基金」を平成26年度に設

置し、計画に基づいて活用している。 

ア 対象事業 

  (ｱ) 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

(ｲ) 居宅等における医療の提供に関する事業 

(ｳ) 介護施設等の整備に関する事業〔介護分〕 

(ｴ) 医療従事者の確保に関する事業 

 (ｵ) 介護従事者の確保に関する事業〔介護分〕 

(ｶ) 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

 

イ 本県の基金の状況（国内示額）                   （単位；百万円） 

区  分 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 

Ⅰ-1 地域医療連携推進事業 2,454 2,104 2,485 2,760 2,768 371 1,580 0 

Ⅰ-2 病床機能再編支援事業     621 603 0 131 

Ⅱ 在宅医療体制推進事業 98 289 290 288 320 54 278 0 

Ⅲ 医療従事者確保対策等事業 1,232 1,476 1,618 2,202 1,561 892 1,473 138 

Ⅳ 勤務医の働き方改革推進事業     300 600 466 193 

計 3,784 3,879 4,393 5,250 5,570 2,521 3,797 462 

 

ウ 主な基金事業                    

(ｱ) 病床機能転換推進・再編統合等支援(再掲)        （1,450,000千円） 

(ｲ) 在宅医療地域ネットワークの整備(再掲)          （10,000千円） 

(ｳ) へき地勤務医師の養成・派遣(再掲：地域枠分)        （157,537千円） 

(ｴ) 病院内保育所運営費の助成(再掲)             （240,835千円） 

(ｵ) 医師の働き方改革の推進（再掲）           （1,007,929千円） 
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５ 県民の健康づくりへの支援 

（１）ＷＨＯ神戸センターへの支援                    （2,900千円） 

地元との連携を強化し、県民の健康福祉と安全安心の向上につながる活動が円滑に

進められるよう、平成８年に設置されたＷＨＯ神戸センターの運営を県、神戸市、神

戸経済界が共同して支援している。 

 

＜第３期の支援の概要（2016年度（平成28年度）年～2025年度（令和７年度））＞ 

区 分 兵庫県 神戸市 経済界 

センター運営費  200万ドル／年  100万ドル／年 
ｵﾌｨｽ無償提供 
（約１億円／

年） 

センター管理費 19,000千円／年 19,000千円／年 － 

支援事業費  1,900千円／年  1,900千円／年  1,900千円／年 

＜第３期活動目標（2016年度(平成28年度)～2025年度（令和７年度））と活動実績＞ 

第3期（2016～2025年度）の活動目標 2016～2023年度の活動実績 

研
究
機
能
の
強
化 

①国内外の研究機関との連携強

化 

・高齢化するＡＳＥＡＮ諸国における生活の質 

向上・サービス提供等の研究 

・神戸市・神戸大学等との認知症研究の共同実施 

②地元健康課題を踏まえた研究

の 

実施 

・「高齢化」「認知症」「健康寿命」等の研究 

・「災害と健康危機」に関する研究 

・ＵＨＣと高齢化人口に対する研究 の実施 等 

③研究成果の効果的発信 
・ＳＮＳ・マスメディア等を活用した広報 

・研究活動のホームページでの日本語発信 等 

地
元
と
の
連
携
強
化 

④地元連携強化に向けた体制の 

構築 

・地元研究機関が実施する国際学会への協力 

・COVID-19に関する情報の提供や、行政からの要

請による関係会議での専門的助言の実施 等 

⑤研究成果の地元への還元 
・福祉のまちづくり研究所、災害医療センター等、

地元と共同したＷＫＣフォーラムの開催 等 

⑥人材育成への協力 

・グローバルヘルス高校生サミットでの地元高校

生に対する国際的な健康課題への意識醸成 

・県内小・中・高への出前講座の実施 等 
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用 語 解 説 

区分 記載頁    用  語 解   説   内   容 

*1 3 病 院 20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療機関をいう。 

*2 3 診療所   患者を入院させる施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入

院させるための施設を有する医療機関をいう。 

*3 5 医療情報ネット

（ナビイ） 

 住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的と

して、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な

疾患・治療内容、提供サービスなどさまざまな情報から、全国の医

療機関を検索することのできるシステム(令和6年4月運用開始)。 

*4 6 臨床研修  医師免許取得後の２年間で、医師としての人格を涵養し、内科、外科、

小児科など基礎的な知識技能を幅広く身につけるための研修（初期臨床研

修とも言う）。医師法で義務づけられた研修である。 

*5 6 専門研修  初期臨床研修を修了したのちに、専門分野の知識技能を習得するために

行う研修。H30.4から新専門医制度に移行。研修期間は３～５年間。 

*6 8 専攻医 専門研修を受けている医師 

*7 12 プラチナナース 「定年退職前後の就業している看護職員」で、自分のこれまでの経

験を踏まえ、持っている能力を発揮し、いきいきと、輝き続けてい

る看護職員 

*8 14 高度急性期 急性期患者の早期安定化に向け診療密度の特に高い医療を提供する機能 

*9 14 急性期 急性期患者に医療を提供する機能（高度急性期を除く） 

*10 14 回復期 急性期を経過した患者に、在宅復帰に向けた医療･リハビリを提供する機

能 

*11 14 慢性期 長期の療養が必要な患者、重度障害者、難病患者等を入院させる機能 

*12 14 １次救急医療体制  休日・夜間の時間外に自力により受診可能な比較的軽症の患者を

診療する体制をいう。  

*13 14 休日夜間急患セ

ンター 

  休日又は夜間に比較的軽症の患者を診療するとともに、入院治療

を要する重症救急患者を、二次あるいは三次救急医療施設へ診療依

頼する役割を担う診療所をいう。 

*14 14 在宅当番医制    市町等の委託等を受けた郡市医師会員の診療所等が休日等に当番

制により比較的軽症の救急患者の診療を担当する体制をいう。 

*15 14 ２次救急医療体

制 

  地域の病院がグループを作り、輪番制で休日、夜間に重症救急患

者を受け入れて入院治療を行う医療機関をいい、原則として初期救

急医療施設からの転送患者を受け入れる体制をいう。 

*16 14 病院群輪番制   地域内の病院群が共同連帯して、輪番制方式により休日、夜間に

おける重症救急患者の入院治療を実施する体制をいい、輪番に参加

している病院を病院群輪番制参加病院という。 

*17 14 ３次救急医療体制   重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24

時間体制で受け入れる体制をいう。 

*18 14 救命救急センター   県が指定した第三次救急医療施設を救命救急センターという。 

*19 17 災害拠点病院  災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度診療

機能、被災地からの重症傷病者の受入機能、ＤＭＡＴの派遣機能等

を有する「地域災害拠点病院」及びこれらの機能を強化し、災害医

療に関して県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」をいう。 

*20 18 総合周産期母子

医療センター 

 母体胎児集中治療室（MFICU）を含む産科病棟及び新生児集中治

療室（NICU）を含む新生児病棟を備え、常時、母体及び新生児搬送

受入体制を有し、合併症妊娠、胎児・新生児異常等母体または児における

リスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行う

ことができる施設。 
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*21 18 地域周産期母子
医療センター 

 産科・小児科（新生児診療を担当するもの）を備え、周産期に係

る比較的高度な医療行為を行うことができる施設。 

*22 18 地域周産期病院  地域周産期母子医療センターと連携して、ハイリスク妊産婦又は

ハイリスク新生児に対する二次的医療を行う施設。 

 


